
様式  

かわごえ市民会議 会議録  

会 議 の 名 称  第 ４ 回 都 市 基 盤 分 科 会 会 議  

開 催 日 時  平 成 １ ６ 年 ５ 月 ３ ０ 日 （ 日 ）  

 午 後 ６ 時 ０ ０ 分  開 会  ・ 午 後 ８ 時 ０ ０ 分  閉 会  

開 催 場 所 川 越 市 庁 舎 ７ 階  ７ C 会 議 室  

出席者（人数） ２ ４ 人  

欠席者（人数）  ４ 人  

会

議

次

第 

１  開   会  

２  議   事  

・  報 告 及 び 連 絡 事 項  

・  協 議 事 項  

・  当 分 科 会 開 催 及 び 次 回 開 催 日 程  

３  閉   会  

配 布 資 料  

 

・ 第 1 回 リ ー ダ ー 会 議 報 告 書  

・ 都 市 基 盤 分 科 会 ・ 資 料 一 覧  

・ メ モ カ ー ド  

・ 提 案 意 見 書 （ 都 市 基 盤 分 科 会 委 員 ）  

議      事      の      経      過  

議 題 ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項  

○ 報 告 及 び 連 絡 事 項  

【 リ ー ダ ー 会 議 報 告 】  

・ 都 市 基 盤 分 科 会 と し て は 、 リ ー ダ ー １ 名 、 サ ブ リ ー ダ ー ３ 名 と

し 、 リ ー ダ ー 会 議 へ の 出 席 は リ ー ダ ー １ 名 、 サ ブ リ ー ダ ー ２ 名

（ 交 代 制 ） と し た い （ ⇒ 次 回 の リ ー ダ ー 会 議 に 報 告 ）。  

・ リ ー ダ ー 会 議 の 開 催 は 月 １ 回 と し 、 次 回 は 平 成 １ ６ 年 ６ 月 ２ ６

日 （ 土 ） 午 後 ３ 時 ～ 午 後 ５ 時 に 川 越 市 庁 舎 ７ 階  ７ Ｇ 会 議 室 で

開 催 す る 。  

【 出 欠 表 の 記 入 に つ い て 】  

・ 出 席 者 は ､毎 回 必 ず 出 欠 表 に 各 自 丸 印 を 記 入 す る こ と 。  

 

 



【 名 簿 ・ 連 絡 方 法 に つ い て 】  

・ 都 市 基 盤 分 科 会 と し て は 特 に 連 絡 用 の 名 簿 作 成 は 行 わ ず 、 欠 席

者 等 へ の 連 絡 は 市（ 政 策 企 画 課 ）を 通 じ て 行 う（ 会 議 次 第 ､資 料 、

会 議 録 等 を 郵 送 ）。  

○ 協 議 事 項  

【 検 討 項 目 ・ 検 討 方 法 ・ 検 討 手 法 に つ い て 】  

・ 検 討 項 目 は 、 第 二 次 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 の 第 ３ 章 第 １ 節 か ら

第 ８ 節 ま で と そ の 他 の 項 目 と な る 。 当 面 は 、 各 委 員 の 意 見 交 換

を 兼 ね て 総 論 （ 都 市 基 盤 に 関 す る 全 体 構 想 ・ 理 念 ） と 各 論 （ 都

市 基 盤 に 関 す る 項 目 ご と ） に つ い て 討 議 し て い く 。  

・ 次 回 以 降 の 討 議 資 料 と す る た め 、 各 委 員 は 「 メ モ カ ー ド 」 に 検

討 す べ き 項 目 を 簡 明 に 箇 条 書 き に し て 平 成 １ ６ 年 ６ 月 ４ 日（ 金 ）

ま で に 市 に 送 る こ と 。  

・ 都 市 基 盤 分 科 会 の 検 討 項 目 を ４ つ ぐ ら い に 分 け て 、 各 論 に つ い

て 協 議 し た ら ど う か と い う 意 見 が あ っ た 。  

・ リ ー ダ ー 、 サ ブ リ ー ダ ー は 、 ス ケ ジ ュ ー ル 調 整 、 検 討 項 目 の 整

理 、 ブ ロ ッ ク 分 け に つ い て 検 討 し て い く こ と と す る 。  

【 第 二 次 総 合 計 画 と 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 評 価 と 継 続 性 に つ

い て 】  

・ 各 委 員 は そ れ ぞ れ の 計 画 に つ い て 検 討 ・ 評 価 を し て お く こ と 。

総 合 計 画 と 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン も 将 来 人 口 を 設 定 し て い る

が 、 将 来 人 口 は 都 市 基 盤 や 施 設 規 模 に 直 接 関 わ る 問 題 で あ り 、

少 子 高 齢 化 の 時 代 を 踏 ま え 現 実 に 即 し て 対 応 す る こ と が 必 要 と

考 え ら れ る 。  

【 そ の 他 】  

・ 障 害 の あ る 方 を 含 め 、 委 員 全 員 が 参 加 で き る よ う に 開 催 日 程 を

考 え て い く こ と 。  

・ 傍 聴 者 の 発 言 は 、 都 市 基 盤 分 科 会 に お い て は 認 め な い こ と と す

る 。 意 見 書 の 提 出 等 に つ い て は 改 め て 協 議 す る こ と と す る 。  

・ リ ー ダ ー 、 サ ブ リ ー ダ ー は 、 メ モ カ ー ド の 仕 分 け を 平 成 １ ６ 年

６ 月 ６ 日 （ 日 ） 午 後 ２ 時 か ら 行 う 。  

 



○  次 回 以 降 の 会 議 日 程  

（ 第 ５ 回 ）  

平 成 １ ６ 年 ６ 月 １ ２ 日 （ 土 ） 午 後 ３ 時 ～ 午 後 ５ 時  

川 越 市 庁 舎 ７ 階  ７ Ｂ 会 議 室  

（ 第 ６ 回 ）  

平 成 １ ６ 年 ６ 月 ２ ７ 日 （ 日 ） 午 後 ６ 時 ～ 午 後 ８ 時  

川 越 市 庁 舎 ７ 階  ７ Ｇ 会 議 室  

 

 


